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決
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平
成
20
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度

平成20年度 決算報告

　

美
浜
町
の

　

3
つ
の
財
布

　

町
に
は
、
お
金
を
出
し
入
れ
す
る
た
め

に
3
つ
の
財
布
を
用
意
し
て
い
る
ん
だ

よ
。

　

ま
ず
、
1
つ
目
は﹁
一
般
会
計
﹂と
い
う

財
布
。
こ
れ
は
、
町
の
基
本
的
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
に
必
要
な
お
金
を

出
し
入
れ
す
る
財
布
で
、
通
常
は
こ
の
財

布
に
お
金
を
入
れ
た
り
、
そ
こ
か
ら
払
っ

た
り
し
て
い
る
ん
だ
。

　

そ
し
て
2
つ
目
が﹁
特
別
会
計
﹂と
い
う

財
布
。
こ
の
財
布
の
中
は
、
今
8
つ
に
仕

切
ら
れ
て
い
て
、﹁
診
療
所
事
業
﹂や﹁
国
民

健
康
保
険
事
業
﹂･等
が
あ
る
ん
だ
。

　

3
つ
目
は
、
一
般
の
会
社
と
同
じ
会
計

方
式
を
と
る﹁
企
業
会
計
﹂と
い
う
財
布
。

現
在
町
に
は
1
つ
だ
け﹁
上
水
道
会
計
﹂と

い
う
事
業
が
あ
る
ん
だ
よ
。

　

ま
た
町
で
は
、
た
く
さ
ん
お
金
が
か
か

る
事
業
や
継
続
し
て
続
け
て
い
く
必
要
が

あ
る
事
業
の
た
め
に﹁
せ
せ
ら
ぎ
保
育
園
整

備
基
金
﹂や﹁
ま
ち
づ
く
り
基
金
﹂等
、
12
の

貯
金(

基
金)

を
し
て
い
る
ん
だ
よ
。

　

プ
ラ
ス
収
支
の

　

一
般
会
計

　

自
主
財
源
は
全
体
の

　

半
分
を
下
回
る

　

そ
れ
じ
ゃ
、
ま
ず
3
ペ
ー
ジ
の
グ
ラ
フ

を
見
な
が
ら
一
般
会
計
に
つ
い
て
説
明
し

よ
う
。

　

平
成
20
年
度
に
町
に
入
っ
た
お
金
は

91
億
５
２
３
万
円(

歳
入)

で
、
そ
こ
か
ら
支

払
っ
た
お
金
は
87
億
４
，２
２
７
万
円(

歳

出)

と
な
っ
た
ん
だ
。

　

歳
入
か
ら
歳
出
を
差
し
引
い
た

3
億
６
，２
９
６
万
円
は
、
全
部
次
の
年

(

平
成
21
年
度)

の
財
布
へ
入
れ
て
使
わ
れ
る

ん
だ
よ
。

　

前
年
度
と
比
べ
て
、
大
き
く
変
動
し
た

の
は
金
額
で
い
う
と
歳
入
⑫
の
県
支
出

金
。
こ
れ
は
美
浜
中
学
校
を
建
て
替
え
る

た
め
の
お
金
と
し
て
、
県
か
ら
入
っ
て
き

た
お
金
な
ん
だ
。

　

町
の
一
般
会
計
の
歳
入
は
、
み
ん
な
か

ら
納
め
ら
れ
た
町
税
や
町
の
施
設
を
使
っ

た
時
に
支
払
わ
れ
る
使
用
料
等
、
町
が
自

　

町
民
一
人
あ
た
り
に

　

使
っ
た
お
金
は
約
80
万
円

　

歳
出
は
、
3
ペ
ー
ジ
下
の
グ
ラ
フ
を
見

て
も
分
か
る
よ
う
に
、
大
き
く
12
に
分
け

て
目
的
別
に
支
払
わ
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

　

町
で
は
、
新
し
い
年
度
が
始
ま
る
前
に

必
要
と
な
る
事
業
や
経
費
を
計
算
し
て
当

初
予
算
を
組
む
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
以

降
に
必
要
に
な
っ
た
時
は
補
正
予
算
を
組

み
な
が
ら
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る

ん
だ
よ
。

　

平
成
20
年
度
に
使
っ
た
お
金
は
、

87
億
４
，２
２
７
万
円
で
そ
の
約
2
割
を
占

め
て
い
る
の
が
教
育
費
と
な
っ
た
ん
だ
。

ま
た
、
前
年
度
と
比
べ
て
大
き
く
事
業
費

が
増
え
た
の
も
教
育
費
。
こ
れ
は
、
今
年

3
月
に
完
成
し
た
若
狭
国
吉
城
歴
史
資
料

館
の
建
設
工
事
を
行
っ
た
こ
と
や
、
8
月

上
旬
に
完
成
し
た
美
浜
中
学
校
の
建
設
工

事
を
始
め
た
の
が
大
き
な
原
因
と
な
っ
て

い
る
ん
だ
よ
。

　

歳
出
総
額
を
今
年
3
月
31
日
時
点
の
町

の
人
口
で
割
る
と
、
１
人
あ
た
り
に
使
っ

た
お
金
は
約
80
万
円
に
な
る
ん
だ
よ
。

今回は僕が
まちの台所事情を

紹介するよ！

名　称 金　額

町民税
個 人 5億237万円

法 人 2億4,420万円

固定資産税 16億3,639万円

軽自動車税 2,438万円

たばこ税 7,596万円

入 湯 税 79万円

合　計 24億8,409万円

□ 町税の内訳

一般会計

特別会計

企業会計

主
的
に
収
入
と
す
る
こ
と
が
で
き
る﹁
自
主

財
源
﹂と
国
や
県
か
ら
交
付
さ
れ
る﹁
依
存

財
源
﹂に
分
か
れ
て
い
る
ん
だ
よ
。

　

こ
こ
で
、
そ
の
割
合
を
見
て
み
る
と
、

自
主
財
源
が
44･

5
％
で
依
存
財
源
が

55･

5
％
。
自
主
財
源
が
全
体
の
半
分
を
下

回
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
よ
ね
。
自
主
財

源
の
割
合
が
大
き
い
ほ
ど
、
行
政
活
動
の

自
主
性
と
安
定
性
が
確
保
で
き
る
か
ら
、

こ
れ
か
ら
も
税
収
を
上
げ
る
た
め
人
口
増

加
に
繋
が
る
取
り
組
み
を
し
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
ん
だ
。

　

9
月
7
日
か
ら
開
催
さ
れ
た
第
4
回
町

議
会
定
例
会
で
平
成
20
年
度
の
決
算
が
認

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
今
回
の
広
報
で
は
、
平
成
20
年

度
に
皆
さ
ん
か
ら
納
め
ら
れ
た
税
金
や
、

国
ま
た
は
県
か
ら
の
お
金
等
が
ど
の
よ
う

に
使
わ
れ
た
の
か
を
報
告
し
ま
す
。
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一般会計

①町税･･･町民税、固定資産税、軽自動車税等、町
に納められる税金

⑦地方譲与税･･･自動車重量譲与税、地方道路譲
与税

⑧各種税交付金･･･利子割交付金、配当割交付金、
株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動
車取得税交付金

⑨地方特例交付金･･･児童手当の制度拡充に伴う地
方負担の増加や、恒久的な減税に伴う地方税の減収
の一部を補てんするために国から交付されるお金

⑩地方交付税･･･地方公共団体が一定水準の業務が
できるよう財政状況に応じて国から交付されるお金

⑭交通安全対策特別交付金･･･交通安全施設の整備
、安全運転の確保、交通秩序の確立等一連の対策の
ために国から交付されるお金

②分担金及び負担金･･･一定の事業により特別な利
益を受ける者からその事業に要する経費の全部また
は一部を受益に応じて徴収するお金

③使用料及び手数料
使用料･･･総合体育館等、公の施設の使用料
手数料･･･税の証明や住民票等の交付に対する手数料

⑪国庫支出金･･･国が公益性を認め、その事業を実
施するために国から交付されるお金

⑫県支出金･･･事業など特定の目的の財源として県
から交付されるお金

⑤繰入金･･･一般会計･特別会計･基金等の会計間で
相互に資金運用するお金

⑥諸収入･･･他の収入科目に含まれない収入をまと
めた科目。延滞金や基金利子、雑入等

⑬町債･･･各事業を行うために町が借り入れるお金

④その他･･･財産収入、繰越金、寄附金

①議会費･･･議会活動にかかる経費

②総務費･･･自治振興、広報、戸籍、統計、選挙等
にかかる経費

③民生費･･･児童福祉・障がい者への福祉サービス
や老人福祉の増進、保育園や保健福祉センターの管
理･運営にかかる経費

④衛生費･･･保健衛生、ごみ処理など、衛生的な生
活のためにかかる経費

⑤労働費･･･労働者への貸付等にかかる経費

⑥農林水産業費･･･農林水産業の施設整備･振興や農
業委員会の運営に係る経費

⑦商工費･･･中小企業の振興育成・雇用促進、観光
振興にかかる経費

⑧土木費･･･道路・橋・河川・町営住宅の管理や都
市計画にかかる経費

⑨消防費･･･消防署や水防･防災対策にかかる経費

⑩教育費･･･小中学校の管理・運営、増改築や総合
体育館等の管理運営、社会教育、学校給食にかかる
経費

⑪公債費･･･地方債の元金及び利子の支払いにかか
る経費

歳入

⑫諸支出金･･･土地や建物等の取得にかかる経費等

歳出

歳出 ※ (　) は対前年比

歳入 ※ (　) は対前年比

用 明説語

①町税
24億8,409万円

⑦地方譲与税7,063万円

⑧各種税交付金1億 4,638万円

⑨地方特例交付金

地方交付税
9億
4,268万円

⑩

交通安全対策交付金186万円

② 分担金及び負担金
7,738万円

③使用料及び手数料
7,634万円

⑫

国庫支出金
13億
2,556万円

⑬

県支出金
21億2,428万円

⑤繰入金 2億 5,302万円

⑥諸収入3億 6,136万円

⑭

町債2億 3,370万円

④その他
9億 8,312万円

(-3.1％ )

(-5.1％ )

(+0.5％ )(-32.4％ )

(2,717.2％ )

(-31.2％ )

(-4.0％ )

(-10.3％ )(+31.7％ )

(+45.9％ )

(+18.8％ )

(-9.3％ )

(+183.6％ )

(-11.5％ )

歳入

91億
523万円

⑪

2,483万円

(＋17.6％)

① 議会費9,047万円
(-1.0％ )

②総務費
14億
2,296万円
(+15.3％ )

③ 民生費
16億
1,098万円
(+4.8％ )

④衛生費
9億
7,762万円
(-4.4％ )

⑤ 労働費
3,480万円
(± 0％ )

⑥ 農林水産費 6億 2,002万円(-14.8％ )

⑦ 商工費
4億 7,106万円 (+128.6％ )

⑧ 土木費
3億 5,772万円(+36.3％ )

⑨ 消防費
2億 6,496万円

(-14.9％ )

⑩教育費
23億2,891万円

(+180.8％ )

⑪ 公債費
5億 6,277万円

(+8.9％ )

⑫諸支出金0万円 (-100％ )

歳出

87億
4,227万円

(＋25.8%)

自主財源 (44.5％ )

依存財源 (55.5％ )

町民一人あたりに使われたお金
( 平成 21 年 3 月 31 日現在の人口 10,906 人で計算 )

80 万 1,602 円

※実際の決算額は円単位ですが、分かりやすくするため　 
　万円単位で表示しています。
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特別会計

企業会計

　町の特別会計は全部で 8 つで、そ
れぞれの決算は次のとおり。
　この特別会計っていうのは、一般
会計とは別に設けられている会計の
ことで、それぞれの会計が独自で収
入 ･ 支出を経理する会計
なんだ。
入 ･ 支出を経理する会計

平成20年度 決算報告

　自治体によっては、法律
で設置しないといけない企
業会計。
　美浜町は、地方公営企業
法っていう法律の「水道の給
水人口が 5,000 人を超える
自治体」に該当するから、上
水道会計を設けているよ。

収益的収支(水道料等での収支)

水道事業収益 1億4,401万円

水道事業費用 1億2,460万円

差 引 額 1,941万円

資本的収支(施設建設等の収支)

資本的収入 1億9,900万円

資本的支出 2億3,099万円

差 引 額 -3,199万円

● 診療所事業

東部診療所と丹生診療所を運営する
ための会計で、両診療所を合わせた
延べ患者数は9,204人でした。

  歳入額
  歳出額

  差引額

1億5,409万円
1億5,393万円

16万円

■ 上水道事業

上水道施設の整備･管理を行う会計
で、給水人口は7,375人でした。施
設建設等で不足した3,199万円は、
将来、施設改修のために保有してい
るお金で補てんしました。

● 公共下水道事業

公共下水道施設の整備･管理を行
う会計で、水洗化戸数1,826戸
(4,537人)の汚水を処理しました。
  歳入額
  歳出額
  差引額

6億3,350万円
6億3,321万円

29万円

● 集落排水処理事業

集落排水処理施設の整備･管理を行う会
計で、11施設が稼働し水洗化戸数1,090
戸(3,276人)の汚水を処理しました。
  歳入額
  歳出額
  差引額

2億4,967万円
2億4,947万円

20万円

● 簡易水道事業

簡易水道施設の整備･管理を行う会計
で、8施設が稼働し給水件数1,109
件(3,103人)に給水しました。
  歳入額
  歳出額
  差引額

1億4,956万円
1億3,893万円

1,063万円

● 介護保険事業

介護保険の給付や高齢者の生活支援等
を行う会計で、被保険者数は3,253
人。要介護認定者は532人でした。

  歳入額
  歳出額
  差引額

9億6,112万円
8億8,970万円

7,142万円

● 老人医療事業

老人医療事業は平成20年4月から後
期高齢者医療事業に移行したため、そ
れ以前の費用を精算しました。

  歳入額
  歳出額
  差引額

1億4,989万円
1億3,693万円

1,296万円

● 後期高齢者医療事業

75歳以上の高齢者等の保険料を収
納･納付するための会計で、年度平
均の被保険者数は1,823人でした。

  歳入額
  歳出額
  差引額

1億1,741万円
1億1,737万円

4万円

● 国民健康保険事業

自営業の方や退職者等の医療費等を
給付する会計で、年度平均の被保険
者数は3,020人でした。

  歳入額
  歳出額

  差引額

12億8,942万円
12億2,476万円

6,466万円


